
　

県
が
指
定
し
た
難
病
で
治
療
を
受
け
て

い
る
方
に
、
毎
年
度
１
回
２
万
５
千
円
の

見
舞
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
該
当
す
る

方
は
、
平
成
25
年
３
月
29
日
㈮
ま
で
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

対 

市
内
に
住
所
を
有
し
、
特
定
（
指
定
）

疾
患
医
療
受
給
者
証
ま
た
は
小
児
慢
性

特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方
（
所
沢
市
重
度
心
身
障
害

福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害

児
福
祉
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当
受
給

お
知ら
せ

平
成
24
年
度
難
病
患
者
見
舞
金

夜 間… 11月１日㈭・30日㈮
12月３日㈪午後５時～８時

休日… 11月25日㈰
午前８時30分～午後５時

市 税の内訳　市・県民税、固定資
産税・都市計画税、軽自動車税、
事業所税等

◎電話による納税相談も受け付け
ます。
市役所２階収税課☎２９９８-９０７３

11月30日㈮は

◆国民健康保険税（第５期）

の納期限です
▶納期内納付にご協力ください。
▶ ゆうちょ銀行・郵便局（納期内に
限る）、コンビニエンス・ストアで
も納付できます。

市税の夜間・休日納税窓口 11月10日㈯、17日㈯
午前８時30分～午後０時30分

開庁する窓口
◆市役所１階市民課☎２９９８‒９０８７
◆市役所１階国保年金課
　▶☎２９９８‒９１３１（国民健康保険担当）
　▶☎２９９８‒９０９５（国民年金担当）
◎受け付けできる業務は限定されますので、事前
にお問い合わせのうえご来庁ください。

11月の
休日開庁

者
を
除
く
）

申 

請
に
必
要
な
も
の　

①
特
定
（
指
定
）

疾
患
医
療
受
給
者
証
ま
た
は
小
児
慢
性

特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
②
印
鑑
③
振

込
先
金
融
機
関
の
本
支
店
名
・
口
座
番

号
が
わ
か
る
も
の
（
20
歳
以
上
の
方
は

本
人
名
義
の
口
座
）

◎
見
舞
金
の
申
請
は
毎
年
度
必
要
で
す
。

申 

問
市
役
所
１
階
障
害
福
祉
課

　

☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６
へ
直
接

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金
保
険

料
を
納
め
忘
れ
の
方
に
対
し
て
電
話
・
文

書
・
訪
問
な
ど
で
納
付
や
免
除
な
ど
の
申

請
手
続
き
の
案
内
を
民
間
事
業
者
（
㈱
オ

リ
エ
ン
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
7
０
１
２

０
‐
２
１
７
‐
７
３
６
）
へ
委
託
し
て
い

ま
す
。

問
所
沢
年
金
事
務
所

　

☎
２
９
９
５
‐
１
１
６
５

　

平
成
24
年
鹿
児
島
県
奄
美
地
方
台
風
災

害
義
援
金
に
対
す
る
義
援
金
箱
を
市
役
所

1
階
総
合
案
内
カ
ウ
ン
タ
ー
に
設
置
し
て

い
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

設
置
期
限　

12
月
28
日
㈮

◆
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

熊
本
広
域
大
水
害
義
援
金
箱
に
８
、
７

４
０
円
の
浄
財
が
寄
せ
ら
れ
、
お
預
か
り

し
た
義
援
金
は
日
本
赤
十
字
社
に
送
金
し

ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
ご
厚
情
に
深
く
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

問
福
祉
総
務
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
３

国
民
年
金
保
険
料
収
納
業
務
委
託

事
業
者
の
変
更

義
援
金
箱
を
設
置

　

11
月
１
日
か
ら
四
種
混
合
（
ジ
フ
テ
リ

ア
・
百
日
せ
き
・
破
傷
風
・
不
活
化
ポ
リ

オ
）
が
始
ま
り
ま
す
。
対
象
者
に
は
「
４

か
月
児
健
康
診
査
の
お
知
ら
せ
」
と
一
緒

に
予
診
票
を
郵
送
し
ま
す
。

対
生
後
３
カ
月
以
上
７
歳
６
カ
月
未
満

接
種
場
所　

市
内
協
力
医
療
機
関

接 

種
回
数
・
方
法　

▼
初
回
接
種
…
20
日

か
ら
56
日
ま
で
の
間
隔
を
お
い
て
３
回

接
種
▼
追
加
接
種
…
初
回
接
種
（
３

回
）
終
了
後
に
12
カ
月
か
ら
18
カ
月
の

間
隔
を
お
い
て
１
回
接
種

◎
詳
細
は
、
市
HP

（
「
四
種
混
合
」
で
検

索
）
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
母
子
保
健
課

　

☎
２
９
９
１
‐
１
８
１
１

　

児
童
虐
待
の
相
談
件
数
は
増
え
続
け
、

子
ど
も
の
生
命
が
奪
わ
れ
る
な
ど
重
大
な

事
件
も
あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
児
童
虐
待

は
、
な
ぐ
る
・
蹴
る
な
ど
の
「
身
体
的
虐

待
」
の
ほ
か
、
養
育
を
放
棄
す
る
「
ネ
グ

レ
ク
ト
」
、
言
葉
や
態
度
で
心
を
傷
つ
け

る
「
心
理
的
虐
待
」
、
性
的
行
為
の
強
要

な
ど
の
「
性
的
虐
待
」
な
ど
が
あ
り
、
誰

の
身
近
で
も
起
こ
り
う
る
問
題
で
す
。

◆
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

オ
レ
ン
ジ
リ
ボ

ン
に
児
童
虐
待
防

止
の
願
い
を
込
め

て
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
行
い
ま
す
。

▼ 

11
月
19
日
㈪
〜
21
日
㈬
／
市
役
所
１
階

市
民
ホ
ー
ル
で
の
パ
ネ
ル
展
示
な
ど

▼ 

11
月
11
日
㈰
午
前
11
時
30
分
〜
午
後
０

時
30
分
（
雨
天
中
止
）
／
所
沢
駅
周
辺

で
の
啓
発
活
動
な
ど

◆
地
域
で
児
童
虐
待
を
な
く
そ
う
！

　

児
童
虐
待
は
早
期
発
見
が
大
切
で
す
。

「
虐
待
か
も
し
れ
な
い
」
と
感
じ
た
ら
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
市
で
は
、
児
童
相
談
所
、

警
察
、
学
校
な
ど
と
連
携
し
、
通
告
後
、

速
や
か
に
訪
問
な
ど
に
よ
る
安
全
確
認
を

行
っ
て
い
ま
す
。

四
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種
の
開
始

オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

通 

告
先
・
問
▼
こ
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
☎

２
９
９
８
‐
９
１
２
９
▼
所
沢
児
童
相

談
所
☎
２
９
９
２
‐
４
１
５
２

　

解
雇
、
労
働
条
件
の
引
き
下
げ
、
い
じ

め
な
ど
に
よ
る
職
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
、

迅
速
な
解
決
を
無
料
で
お
手
伝
い
し
ま
す
。

内 

▼
相
談
コ
ー
ナ
ー
で
の
情
報
提
供
・
相

談
▼
労
働
局
長
に
よ
る
助
言
▼
紛
争
調

整
委
員
会
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
（
紛
争
当

事
者
間
の
調
整
）

問
所
沢
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー

　

☎
２
９
９
５
‐
２
５
８
２

　

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
職
場

で
の
差
別
や
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
の
相
談
を
お
受

け
し
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

日 

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
曜
日
、
祝
休
日
を
除
く
）

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
専
用
電
話

　

☎
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０

相 

談
員　

法
務
局
職
員
、
埼
玉
県
人
権
擁

護
委
員
連
合
会
男
女
共
同
参
画
社
会
推

進
委
員

◆
強
化
週
間
（
11
月
12
日
㈪
〜
18
日
㈰
）

　

強
化
週
間
中
は
時
間
延
長
、
土
・
日
曜

日
も
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

日 

11
月
12
日
㈪
〜
16
日
㈮
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
７
時
、
17
日
㈯
・
18
日
㈰
午
前

10
時
〜
午
後
５
時

問
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

☎
０
４
８
‐
８
５
９
‐
３
５
０
７

　

埼
玉
県
警
察
の
犯
罪
被
害
者
支
援
室

（
犯
罪
被
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー
）
で
は
、

犯
罪
被
害
や
交
通
事
故
に
あ
わ
れ
た
方
と

そ
の
ご
家
族
、
犯
罪
や
事
故
で
身
近
な
方

を
亡
く
さ
れ
た
方
な
ど
へ
精
神
的
な
サ
ポ

ー
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ひ
と
り
で
悩
ま

ず
に
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
こ
ん
な
と
き
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

▼
犯
罪
の
被
害
に
あ
っ
た
後
の
つ
ら
い

思
い
を
誰
か
に
聞
い
て
ほ
し
い
▼
話
し
を

職
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
を

労
働
局
が
お
手
伝
い
し
ま
す

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

11
月
25
㈰
〜
12
月
１
日
㈯
は

犯
罪
被
害
者
支
援
週
間
で
す

し
た
い
け
れ
ど
、
相
談
で
き
る
人
や
場
所

が
な
い
▼
犯
罪
被
害
に
あ
っ
た
こ
と
を
繰

り
返
し
思
い
出
し
て
し
ま
う
▼
何
を
す
る

の
に
も
、
怖
く
て
た
ま
ら
な
い
▼
誰
も
信

じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た 

◆
相
談
す
る
と
き
は
…

　

▼
専
門
の
相
談
員
が
、
無
料
で
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
。
▼
相
談
内
容
が
、
外
部

に
漏
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

相
談
窓
口
（
祝
休
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

▼ 

犯
罪
被
害
者
支
援
室
（
犯
罪
被
害
者
相

談
セ
ン
タ
ー
）
7
０
１
２
０
‐
３
８
１

‐
８
５
８
（
月
〜
金
曜
日
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
15
分
／
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼
用
）

▼
埼
玉
犯
罪
被
害
者
援
助
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
４
８
‐
８
６
５
‐
７
８
３
０

　

（
月
〜
金
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
）

問
防
犯
対
策
室
☎
２
９
９
８
‐
９
０
９
０

　

平
成
24
年
８
月
か
ら
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を

受
け
た
児
童
も
支
給
対
象
の
児
童
に
な
り
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
に
達
す

る
日
以
降
の
３
月
31
日
ま
で
、
児
童
を
養

育
し
て
い
る
父
・
母
ま
た
は
養
育
者
の
方

が
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き
ま
す
。

対 

象
児
童　

▼
父
母
が
離
婚
▼
父
ま
た
は

母
が
死
亡
▼
父
ま
た
は
母
に
一
定
程
度

の
障
が
い
が
あ
る
▼
父
ま
た
は
母
の
生

死
が
明
ら
か
で
な
い
▼
父
ま
た
は
母
に

１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
▼
父
ま
た

は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
要
件
の
一
部
改
正

を
受
け
て
い
る
▼
父
ま
た
は
母
が
法
令

に
よ
り
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
▼

母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎

手 

当
月
額　

▼
児
童
１
人
…
４
１
、
４
３

０
円
（
全
部
支
給
）
ま
た
は
４
１
、
４

２
０
円
〜
９
、
７
８
０
円
（
一
部
支

給
）
▼
児
童
２
人
…
１
人
の
場
合
に
５
、

０
０
０
円
を
加
算
▼
児
童
３
人
以
上
…

１
人
に
つ
き
３
、
０
０
０
円
を
加
算

◎
申
請
者
や
そ
の
配
偶
者
、
同
居
な
ど
生

計
を
同
じ
く
し
て
い
る
扶
養
義
務
者
の
所

得
に
よ
っ
て
支
給
に
制
限
が
あ
り
ま
す
。

申 

問
市
役
所
２
階
こ
ど
も
支
援
課

　

☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
４
へ
直
接

　

車
で
人
待
ち
を
す
る
と
き
や
荷
物
の
積

み
下
ろ
し
、
車
内
で
休

憩
す
る
と
き
な
ど
、
自

動
車
の
駐
停
車
時
に
は
、

ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト

ッ
プ
（
エ
ン
ジ
ン
停
止
）

を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

問
環
境
対
策
課
☎
２
９
９
８
‐
９
２
３
０

　

防
衛
医
科
大
学
校
創
立
39
周
年
記
念
行

事
の
た
め
11
月
27
日
㈫
の
外
来
診
療
は
終

日
休
診
と
な
り
ま
す
。

問
防
衛
医
科
大
学
校
病
院
庶
務
課

　

☎
２
９
９
５
‐
１
５
１
１

11
月
は
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
推
進
月
間

ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
に
ご
協
力
を

防
衛
医
科
大
学
校
病
院
の
休
診

◆計量の普及啓発活動
日 11月26日㈪～28日㈬午前９時～午後４時
◎26日は正午から、28日は午後３時までです。
場 市役所１階市民ホール
内 体脂肪・握力測定、計量ゲーム、計量器の展
示、家庭用はかりの無料検査など

◆消費生活展
日 11月26日㈪～28日㈬午前９時～午後４時
◎26日は正午から、28日は午後３時までです。
場 市役所１階市民ホール
内 自然エネルギーについてのパネル展示
◆記念講座
日 11月29日㈭午後１時30分～３時30分
場 生涯学習推進センター
定 先着30人
テーマ　「自然エネルギーについて」パート２
講 埼玉県環境リスク解説者・森　斌

たけし

さん
◎会場へ直接お越しください。
問 消費生活センター☎２９２８‐１２３３

11月１日は計量記念日！
11月は計量強調月間！

第30回消費生活展・記念講座

【情報館】●特にことわりのないものは11月１日㈭から申し込みを受け付けます。●費用等の記載がないものは無料です。

凡例…日日時 場場所 対対象 定定員 内内容 持持ち物 費費用 講講師 申申し込み 問問い合わせ HPホームページ 市ＨＰ市ホームページ「広報紙ピックアップ」 Eメール
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